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Ⅰ．はじめに
　2017年度に韓国大法院は、特許、意匠または商標
に関して、計29件の判決を下した。2015年に、医薬
品の許可・特許連携制度が導入されて以来、最近数
年間にわたり、医薬分野の特許紛争件数が特に多く、
この影響で、2017年度の大法院判決のうち、医薬に
関する事件が特に多い。

　従来の判例を変更した重要な判決としては、明細
書に記載の背景技術または従来技術および請求の範
囲の前提部の記載を、公知技術としてみることがで
きないという全員合議体判決があり、全体的な判決
の傾向は、特許権者または出願人に友好的であると
判断できる。
　以下では、特許法および商標法の分野の主要な判
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決をまとめた。

Ⅱ．特許法の分野
１．明細書に記載の背景技術または従来技術および

請求の範囲の前提部の記載を公知技術とみること

ができないという判決

（大法院2017年１月19日言渡2013Hu37全員

合議体判決）

（１）「出願人が請求の範囲の前提部に記載した構
成要素や、明細書に従来技術として記載した事
項は、出願前に公知となったものとみなす。」と
いう趣旨で判示した既存の大法院2005年12月23
日言渡2004Hu2031判決は、常に議論の対象に
なってきており、特許審査においては、上記判
例を積極的には適用して来なかった。

（２）今回の大法院全員合議体の判決は、上記
2004Hu2031判決をはじめとする同様の趣旨の判
決をすべて取消し、特段の事情がない限り、明
細書に記載の背景技術または従来技術および特
許請求の範囲の前提部の記載を、公知技術とし
てみることができないとの判決を下した。

（３）大法院は、「特許発明の新規性または進歩性
の判断に関して、当該特許発明の構成要素が
出願前に公知となったか否かは、事実認定の問
題であり、その公知の事実に関する証明責任は、
新規性または進歩性が否定されると主張してい
る当事者にある。したがって、権利者が自白し
たり、法院に顕著な事実として証明を必要とし
ない場合でないなら、その公知の事実は、証拠
によって証明されるべきであることが原則であ
る。

そして、請求の範囲の前提部の記載は、請求
項の文脈を滑らかにするという意味で、発明を
要約したり、技術分野を記載したり、発明が適
用される対象物品を限定するなど、その目的や
内容が多様であるので、ある構成要素が前提部
に記載されたという事情だけで公知性を認める
根拠にはなれない。また、前提部に記載の構成
要素が、明細書に背景技術または従来技術とし
て記載され得るが、出願人が明細書に記載する

背景技術または従来技術は、出願発明の技術的
意義を理解するのに役立ち、先行技術調査およ
び審査に有用な既存の技術ではあるが、出願前
に公知となったことを要件とする概念ではない。
したがって、明細書に背景技術または従来技術
として記載されているとして、それ自体で公知
の技術とみることもできない。」と判示した。

（４）ただし、例外的に、「特許審査は、特許庁の
審査官による拒絶理由通知と、出願人の対応に
よって、互いに意見を交換する過程を通じて行
われる手続きである点に照らしてみると、出願
過程で明細書や補正書または意見書等により、
出願された発明の一部の構成要素が出願前に公
知になったという旨が明らかになる場合には、
これを基にして以降の審査手続きが進められる
ようにする必要がある。」と判示した。

（５）本件登録考案の出願人が、審査過程におい
て特許庁の審査官から進歩性が否定されるとい
う趣旨で拒絶理由通知を受けて、構成１〜４を
前提部の形式に補正しつつ、従来既知の構成を
公知と認めて前提部の形式に変えて記載した旨
が盛り込まれた意見書を提出したので、本件登
録考案の前提部に記載の構成１〜４が公知技術
に該当すると、事実上推定はできるのだが、上
記の意見書の記載は、実際には意見書の提出当
時にのみ公開されただけであって、本件登録考
案の出願当時は公開されていなかった先出願考
案を、過誤で出願当時の公知技術であるかのよ
うに誤って記載したものに過ぎないものであり、
上記のような推定は覆されたとみなければなら
ないと判断しながら、本件登録考案の請求の範
囲のうち前提部に記載の構成１〜４を公知のも
のとして扱わず、さらに証拠によって公知か否
かを判断した原審を首肯した事例である。

２．選択発明の新規性および進歩性の判断基準

（大法院2017年５月11日言渡2014Hu1631判

決）

（１）選択発明とは、先行または公知の発明に構
成要素が上位概念で記載されており、上記の


